
資料 49 
 

ドイツの労働紛争処理制度 
 

専修大学 毛塚勝利 
１ 労働関係紛争処理制度の全体像 

(1) ドイツ労働紛争処理制度の特徴と背景 
a) 特徴 
・公的紛争処理制度中心（司法型） 
・参審制 
・三審制 
・和解弁論前置による調整・判定の一環手続 
・行き届いた低廉・迅速化措置 

b) 背景 
・自治的紛争処理システムに淵源 
・憲法裁判所と専門裁判所 
・労使関係システムの特徴と利益紛争・権利紛争の峻別 
・労働関係実体法の整備（労働契約、解雇関係等） 
 
＊ADR を必要としない背景 

 
(2) 労働紛争処理状況 

a) 審級別新受件数 
・判決手続で、一審 57 万件、控訴審 2.5 万件、上告審 700 件 
b) 紛争内容 
・解雇、賃金、その他がそれぞれ３分の１ 
・証明書と格付けの紛争 
・その他 
c) 処理方法 
・和解とその他（取下げ）で８割弱 
・争訟判決 
・その他の判決 
d) 処理期間 
・一審……解雇紛争で 3 ヵ月以内が７割強、１年以上は 1.6％ 
・二審……解雇紛争で 3 ヵ月以内 6 割弱、1 年以上は 1 割 
・連邦労働裁判所……1 年以内が 42.４％ 
 

(3) 労働関係紛争についての調停、仲裁等の調整的な紛争処理制度の概要 
・労働争議……協約に基づく調停委員会（Schlichtungsstelle） 
・経営組織法上の紛争……仲裁委員会（Einigungsstelle） 
・個別労働紛争……なし、裁判所内の和解弁論手続 

 
 
２ 労働事件裁判所の組織と手続、訴訟援助 
 (1) 労働裁判所の構成 

a) 連邦組織……連邦労働裁判所 
・エハフルト 
・大法廷と 10 の小法廷 
・人的構成 
b) 州組織……地区労働裁判所、州労働裁判所 
・管轄官庁 
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・設置数 
・部 
c) 裁判官数 
・職業裁判官数 
・名誉職裁判官（労使参審裁判官）数 
d) その他 
・司法援助官（Rechtspfleger） 

 
＊労働裁判所の具体的イメージ 
 

(4) 労働裁判所の管轄事項 
a) 個別労働紛争（2 条） 
・解雇、賃金、年休、雇用関係証明書 
・雇用関係における不法行為 
・労働者発明による報酬請求 
b) 集団労働紛争（2 条 a） 
・経営組織法違反事件 
・共同決定法・経営組織法上の共同決定に関する紛争 
・協約能力・協約管轄 
 

(5) 労働裁判所固有の手続 
a) 労働事件手続の原則 
・弁論主義と職権進行主義 
・口頭主義と直接主義の徹底 
・公開主義 
・迅速主義 
b) 和解弁論 
・第 1 回期日 
・職業裁判官主導 
  ＊具体的イメージ 
 
c) 解雇事件と差別事件についての特別措置 
・解雇事件……優先処理、一審勝訴後の継続雇用義務（実体法） 
・雇用差別……集団的処理 
d) 決定手続 
・集団紛争……申立総数 9746 件（労働者・組合・従業員代表等 6489、 使用者側 3249） 
・労働者側の例： 
・経営側の例： 
・職権主義 
・裁判所費用なし 
e) 仮処分手続 
・申請件数……5000-6000 件台 
・仮処分事案の典型……主に集団事件、個別紛争では就労請求 
f) 上訴 
・上訴期間……控訴、上告とも 1 ヵ月 
・上訴制限……控訴：①裁判所が認めたとき、②訴額が 600 ユーロ以上、③解雇事件 
              上告：①上告を認めたとき、②連邦労働裁判所の判例に反するとき 

 
(6) 裁判へのアクセス支援 

a) 定型簡易訴状 
・解雇用、賃金請求用、証明書用 
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・司法援助官 
b) 訴訟の費用 
・裁判所費用……訴額比例で上限 500 ユーロ。解雇の訴額は 3 ヵ月給料で算出 
・代理人費用 
・一審……敗訴者負担主義の排除 
c) 訴訟代理 
・団体役員……組合の権利保護書記と養成方法 
・弁護士代理、本人訴訟の比率 
d) 労使団体の訴訟援助 
・DGB 権利保護会社（Rechtsschutz GmbH） 
・労働組合の訴訟支援費用 
e) 訴訟保険 

   
月給 3000 マルクの労働者の解雇事件にかかる訴訟費用：訴額 12,000 マルク 
・一審…裁判所費用 563.50 マルク、弁護士費用 2340.25 マルク＝2903.25 
・二審…裁判所費用 1255.50 マルク、弁護士費用 3028.52 マルク＝4284.02 
一審の労働者は勝敗訴に関係なく、563.5.+2340.25＝2903.25 
二審までいって負けると、使用者側弁護士費用を含めて、10216.29 マルク 
組合員であれば、この一切が無料（IG Metall 広報） 

 
 
(7) 労使の非常勤裁判官 

a) 選出方法 
・管轄区域内の労使団体作成の候補者リスト 
・労働大臣の任命 
b) 選任資格 
c) 人数 
・労使選出とも職業裁判官数の約 10 倍 
d) 権限と義務 
・裁判官と同じ 
・忌避 
・名誉裁判官委員会……部の設置、事務配分、名誉裁判官の部への配属 
e) 担当量 
・平均期日数 
・指定方法 
f) 研修 
g) 報酬と活動保障 
・時間手当、旅費、食費・宿泊費（名誉裁判官費用負担法） 
・使用者による不利益取扱禁止（労裁法 26 条） 

 
 
 
３ ドイツにおける労働関係紛争処理制度の評価 

a) ドイツ国内でみられる指摘 
・迅速処理の不十分さ 
・解雇に対する和解＝金銭解決誘導への批判……労働者側 
・訴訟社会化危惧……経営側 
・法創造（法による立法）の過多……政治の世界から 

b) 裁判所の弁明と自己評価 
・負担の過大 
・法の欠缺への対応不可避性 
・和解弁論と労使参審制への積極的評価 
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